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愛知県豊橋市竹内医師の起訴猶予裁定に対する 
日本産婦人科医会の声明 

 
 平成 18 年 11 月 10 日､名古屋地方検察庁において､竹内稔弘医師に対する保健師助産

師看護師法（保助看法）違反被疑事件について､起訴猶予とする裁定が行われた。今回

の起訴猶予の裁定は、科刑権を行使しないという点、並びに内診行為（子宮口開大や児

頭の下降の計測）そのものについて健康被害の危険性が認められないと指摘している点

については、評価に値するものではある。しかし、当会は､本件を起訴猶予とした裁定

は誤りであり､不起訴の裁定をすべきであったと考える。 

 

当会は､医師が行う分娩介助に関して､看護師及び准看護師が､医師の指示のもとで診

療の補助（保助看法５条､６条）として子宮口開大の計測や児頭下降度の計測を行うこ

とは､保助看法に違反しないことを主張してきた。 

厚生労働省医政局看護課長は､平成１４年１１月１４日付医政看発第１１１４００１

号､及び平成１６年９月１３日付医政看発第０９１３００２号の各回答において､内診

（子宮口の開大､児頭の下降､頚管の熟化の判定）は､保助看法３条に規定する助産であ

るとの判断を示した。 

そもそも､厚生労働省医政局看護課長の回答は､法規の性質を持つものでなく、看護課

長の回答は、下級行政機関を拘束するが､一般国民に対して拘束力を持つものではない。

また､裁判基準として用いられるものではない。 

看護課長の回答は、審議会や検討会を経ることなく、あるいは日本医師会、日本産婦

人科医会の見解を聴取することなく、発せられたものである。また、分娩医療機関が激

減し､助産師の絶対数が極端に不足､偏在している現況を十分に調査することなく、発せ

られたものである。 

看護課長の回答が発せられた後になって、厚生労働省内に「医療安全の確保に向けた

保健師助産師看護師法等のあり方に関する検討会」が設置され、その検討会で、看護師、

及び准看護師による内診の問題が議案とされるにいたった。検討会のとりまとめにおい

ても、看護師、及び准看護師による内診については、見直し論､反対論､慎重論が併記さ

れ、一義的な解釈論は導かれていない。また、「産科における看護師の業務について」

は別途、検討することになっている。 

 

自宅分娩から施設分娩へ､産婆（助産師）から､産科医師へ､と分娩のあり方が変化し

ているにもかかわらず､保助看法は､昭和２３年から平成１４年までの５４年間見直し

が行われず、平成１４年改正においても､保健師､助産師､看護師の業務について､抜本的

な見直しはなされなかった。保助看法の解釈にあたっては、現代における産科医療のあ

り方、医療の発展状況、産科医師、助産師、看護師、及び准看護師の技能、教育、充足

度等の社会的要請等を踏まえつつ､時代に即して､助産師､看護師及び准看護師の役割や

業務内容を検討していくべきである。そして、現代の産科医療は､医師､助産師､看護師､
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及び准看護師の相互の連携や協力なしには成り立たない。我が国が、周産期死亡率、妊

産婦死亡率の低さに見るように、世界のトップレベルにある産科医療を提供できるよう

になったのは、超音波診断装置や分娩監視装置をはじめとする種々の機器や検査の導入

とともに、産科要員（医師､助産師､看護師､及び准看護師）の弛まざる努力によるもの

である。 

産科医の減少とともに､看護師や准看護師による子宮口の開大や児頭下降の計測が認

められないことになれば、産科医療の崩壊は一層加速し､多くの診療所・病院での分娩

は困難となり､とくに地方においては半数以上の分娩施設が立ち行かなくなることは明

白である。 

国是たる少子化対策の大本を担っている産科医療現場の混乱を一日も早く収束する

ことこそが、国を挙げての少子化対策となるのではないだろうか。 

しかし、今回の起訴猶予の裁定は、不起訴裁定とは異なり、情状次第では未だ起訴さ

れる余地を認めることになる。そのため、今回の起訴猶予の裁定は、全国の産科医に対

して、依然として抑止的効果を与えることになり、今後分娩取り扱いを断念せざるをえ

ない産科医が続くことが懸念される。 

よって、当会は、本声明により、今回の起訴猶予裁定は不当であり、不起訴裁定を行

うべきであったことを指摘するとともに、速やかに「産科における看護師の業務につい

て」の議論が尽くされ、統一的な見解が示されるよう求めるものである。 

 

平成 18 年 11 月 14 日 

 


